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○竜王町祖父川公園の管理および運営に関する規則 

令和７年３月28日規則第７号 

竜王町祖父川公園の管理および運営に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、竜王町祖父川公園の設置および管理に関する条例（令和７年竜王町条例第15

号。以下「条例」という。）第８条の規定に基づき、竜王町祖父川公園（以下「公園」という。）

の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用の許可） 

第２条 条例第４条第１項の規定により、公園を使用する者（以下「使用者」という。）は、事前

に竜王町祖父川公園使用許可申請書（別記様式第１号）を町長に提出し、許可を受けなければな

らない。 

２ 町長は、前項の許可をしたときは、竜王町祖父川公園使用許可書（別記様式第２号）を交付す

るものとする。 

３ 前２項の規定は、条例第４条第１項後段の規定による申請について準用する。この場合におい

て、第１項中「竜王町祖父川公園使用許可申請書」とあるのは「竜王町祖父川公園使用変更許可

申請書」と、前項中「竜王町祖父川公園使用許可書」とあるのは「竜王町祖父川公園使用変更許

可書」と読み替えるものとする。 

（使用者の遵守事項） 

第３条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 公園を目的以外に使用し、または他人に使用させないこと。 

(２) 町長の許可を受けないで、物品を展示し、または印刷物、ポスター等を配布し、もしくは

掲示しないこと。 

(３) 他の使用者の迷惑となるような行為をしないこと。 

(４) 使用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。 

(５) その他公園の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。 

（管理上の指示） 

第４条 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、現に使用されている公園に立ち入り、

必要な指示をすることができる。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 
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付 則 

この規則は、令和７年９月１日から施行する。 
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別記様式第１号（第２条関係） 

 



4/4 

別記様式第２号（第２条関係） 

 


